
◆西脇市太陽光発電設備の設置手続きに関する条例に基づく手続きの流れ（事前協議から開発行為等完了まで）

【適用範囲】
・発電出力10キロワット以上の発電設備の設置の用に供する開発区域の面積が 5,000㎡未満の場合

・様式第１号（第６条関係）　事業計画事前協議申出書

・県、市等の関係機関との協議（事業計画（変更）の届出までには完了）

・様式第２号（第６条関係）　事業計画事前協議終了通知書

・様式第３号（第７条関係）　標識

・説明会等実施の14日前までには設置

・説明会等実施の10日前までには周知

・関係住民（近隣住民・周辺住民）

・様式第４号（第８条関係）　近隣説明会実施記録

事前協議から工事完了までの期間必要と認められる場合

（第14条関係）

・様式第12号（第14条関係）　事業処理状況報告書

・様式第５号（第９条関係）　事業計画届出書

・開発行為等着手日の30日前までに届出

・様式第７号（第９条関係）　事業計画受理書

・様式第８号（第10条関係）　開発行為等着手届

・様式第６号（第９条関係）　事業計画変更届出書

・様式第７号（第９条関係）　事業計画変更受理書

・様式第９号（第11条関係）　開発行為等完了届
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説明会等実施報告 受付

事業計画届出の受理
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事業計画
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※説明会等で必要な説明内容
⑴ 敷地境界

⑵ 雨水等排水経路（開発区域内及び放流先）

⑶ 景観の阻害に対する措置

⑷ 太陽光パネルの反射光による住環境の悪化に対する措置

⑸ 土地の造成、土地の区画及び形質の変更に伴う防災機能低下に対す

る措置

⑹ 発電設備及び開発区域の管理方法

⑺ 関係住民とのトラブルへの対応（開発行為完了後を含む。）

⑻ その他、開発事業者、管理者又は関係住民がその必要があると認め

る事項

※事業計画に変更があった場合のみ



◆太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例に基づく手続きの流れ（廃止計画～事業廃止完了まで）

【適用範囲】
・発電出力10キロワット以上の発電設備の設置の用に供する開発区域の面積が 5,000㎡未満の場合

・様式第10号（第12条関係）　事業廃止届出書

・廃止工事着手日の30日前までに届出

廃止届出から廃止完了までの期間必要と認められる場合

（第15条関係）

・様式第12号（第14条関係）　事業処理状況報告書

・様式第11号（第13条関係）　事業廃止完了届
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